
チューナー送付（※状況により申込みから３カ月ほどかかる場合があります）

（本庁）秘書広報課
または へ申込書を記入し、証明書を添えて提出

（山内・北方支所） くらし課

（本庁）秘書広報課
または にて該当世帯かどうか確認し申込書を受領

（山内・北方支所） くらし課

自宅のアナログテレビと接続する

チャンネルを設定する

地デジが映るか確認する

総務省 地デジチューナー
支援実施センター

（０５７０－０２３７２４）へ相談

地デジ県民サポートセンター
０９５２（９７）８３６１へ相談

どうしてもご自身で対応できない場合

接続方法が分からない場合

提出に必要なもの
・・・①「支援申込書」、②「住民票（世帯全員分） 」、③「住民税非課税証明書（世帯全員分）」

地デジチューナー設置支援の流れ

設定方法が
分からない場合

（本庁）市民課
または にて証明書発行

（山内・北方支所） くらし課


